
宮崎県告示第 839号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 都城市庄内町 13130－１（次の図

に示す部分に限る。）、 13130－３

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は禁伐による。

13130－１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び北諸県農林振興局並び

に都城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 840号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字大河内字丸野

649－５（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字丸野 649－５（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 841号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡高千穂町大字上岩戸字春

女登 400－７・ 416－１・ 416－４・ 417－１・ 417－２・ 421

－２・ 421－６・ 421－12・字森ノ平 448－１・ 450－２・ 466

－６（以上11筆について次の図に示す部分に限る。）、字春女登

416－２

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに高千

穂町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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宮崎県告示第 842号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成22年11月25日から平成22年12月９日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 843号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成22年11月25日から平成22年12月９日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 844号

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により

、平成22年宮崎県告示第 547号による宮崎広域都市計画下水道事業

の事業計画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用

する同法第62条第１項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 施行者の名称

宮崎市

２ 都市計画事業の種類及び名称

宮崎広域都市計画下水道事業 宮崎公共下水道

３ 事業施行期間

自 昭和42年８月22日

至 平成28年３月31日

４ 事業地

収用の部分

平成22年宮崎県告示第 547号の事業地に、宮崎市大字浮田字古

城の一部を加える。

使用の部分

変更なし

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

41.0

30.0

5.7 ～

8.6

5.8 ～

9.6

旧都城市安久

町3223番２

地先から同

市同町3223

番２地先ま

で

都城串

間線

県道34

30.05.8 ～

9.6

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成22年11月25日児湯郡高鍋

町大字上江

字馬場原20

32番１地先

から同郡同

町同大字字

中嶋1959番

６地先まで

木城高

鍋線

県道304

訓訓 令令

宮崎県財務規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

訓令第11号

本 庁

各出先機関

宮崎県財務規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める規程の一部を改正する訓令

宮崎県財務規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める規程（平成元年訓令第８号）の一部を次のように改正する。

別記様式第22号（その１）及び別記様式第22号（その２）を次のように改める。
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附 則

（施行期日）

１ この訓令は、公表の日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の宮崎県財務規則に規定する帳簿及び書類の様式を定める規程に定める様式によ

る用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用

する同法第８条第１項の規定により、木森井堰土地改良区（国富町

）の土地改良事業計画（維持管理事業）の変更の認可の申請を適当

と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成22年11月25日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写し

２ 縦覧期間

平成22年11月25日から平成22年12月24日まで

３ 縦覧場所

国富町役場農地整備課内、宮崎市役所農村整備課内

公公 告告
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